
 
 
 
 
 
 
 
 

Ⅱ 土地区画整理事業 
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（ ）事業の 要

 事 業 の    東京都市計画事業新 直 地区土地区画整理事業 

 施 行 者   東京都（地 公共 体施行） 

 施 行 地 区   新 区新 目及び 区 新 一 目の 一部 

エ 施 行    1 1  

 施 行 間   年度 2 年度 

 総 事 業 費   2  

     

 整備される主な公共施設 

公共施設等  

・新 副都心街路 線 3 、 1  

・新 副都心街路 ４ 線（ 広場） 

・新 区画街路 線 （東 広場） 

法 条 事業  

・東 ・ デ 、 ・東 ・ 都市計画 場 路 

（ ）事業の目的

新 直 地区においては、東 の 動がしにくいこと、 の 留空間が不足していること、 ・

ビルの 化が進んでいることなどの がある。 

都と新 区が策定した「新 の 点再整備 （平成3 年 ）」では、線路上空にデ を新設す

ることや 広場を 中心に再 成すること、 の改良や ビルの 能 新を進めることなどにより、

「新 ー ル」として再 していくこととしている。 

このため、都が施行者となる土地区画整理事業により、 ビルの建 えを に 地整 を行いな

がら、東 デ 新設、 及び東 広場の 中心の再 成などを 施していくこととした。 

（ ）事業の経

元年12   都市計画 定    （ 元年12 2 （新 区 定 ） 

年   事業計画 定    （ 年 （東京都 22  

４年   事業計画変  （ ４年 （東京都 22  

４年12   換地指定  （ ４年12 1 ）

（４）事業の現況

年11 3 から12 13 まで、事業計画案の を行ったところ、 案に する意見 の

出は く、 年 に事業計画 定の公 を行った。施行規 は、 年 に都 会で

可 され、事業計画 定の公 の と で施行された。 
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また、 ４年 に新 広場にお る 事に 手し、12 に 換地指定を行

った。

（ ） の 定

・ 年度（2 23年度） 広場道路 事・ 場 路 事  

・ 1 年度（2 3 年度） 東 デ ・東 広場の一部 成 

・ 2 年度（2 年度） 事業  

（ ）土地の 目 施行

     目 
施  行   施 行  

備  
地    地   

公

共

用

地

体

有
地

地

公
共

道   路 3 2  3   3 2  3   

計 3 2  3   3 2  3   

合   計 3 2  3   3 2  3   

宅

地

民

有

地

宅   地 3    

3 3  2 2 
道 用 地 2 2  2 3 1  

公 用道路   2 

地 2    

合   計 3 33 3 2 2 3  3 3  2 2  

    増 1 2      

総     計 1 1 321  1  3  1 1 321  1   

（ ）公共施設 調

区

分 
     

状 法 

整 備 計 画   要 

  
 

道 

路 

新 副都心街路 線 3  1  13  1 1 1   

新 副都心街路 ４ 線   2   広場 

  計  1  2 1  

新 区画街路 線   13 3 1  
東 広場 

地 。

  計   13 3 1  

合     計  1  3 2  
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（ ）土地区画整理法 条 に規定する事業の 要

東 のまちをつな 線路上空の東 デ 、 のまちをつな デ 及び東 ・ ・ 都市

計画 場 路を 的に整備する。

（ ）設計図

（1 ）整備 要図




